
規

則

告

示

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
五
十
九
号

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則(

昭

和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
株
式
会
社
福
島
銀
行
の
項
中｢

、
須
賀
川
西
支
店｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

三
年
八
月
十
六
日
か
ら
同
年
九
月
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管

理
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

大
森
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
ー
ル

福
島
県
福
島
市
大
森
字
西
ノ
内
一
番
一

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

廃
棄
物
に
関
す
る
事
項

一�

廃
棄
物
の
発
生
抑
制
に
努
め
、
再
資
源
化
で
き
る
も
の(

古
紙
類(

ダ
ン
ボ
ー
ル
、
新
聞
紙
、

雑
誌
、
紙
パ
ッ
ク
、
そ
の
他
の
紙
等)

、
び
ん
類
、
缶
類)

に
つ
い
て
は
、
再
資
源
化
ル
ー
ト

を
利
用
し
、
極
力
再
生
利
用
を
行
う
こ
と
。

ま
た
、
事
業
活
動
に
伴
っ
て
発
生
し
た
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
の
責
任
に
お
い
て
適

正
に
処
理
し
、
廃
棄
物
の
保
管
及
び
運
搬
に
あ
た
っ
て
は
、
飛
散
防
止
な
ど
の
周
辺
環
境
の
保

全
に
努
め
、
苦
情
等
の
問
題
が
発
生
し
た
場
合
は
早
急
か
つ
誠
意
あ
る
対
応
を
行
う
こ
と
。

二�

廃
棄
物
の
収
集
運
搬
及
び
処
理
を
委
託
す
る
場
合
は
、
廃
棄
物
の
種
類(

産
業
廃
棄
物(

事

業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず)

、
事
業
系
一
般

廃
棄
物
な
ど)

ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
許
可
を
受
け
た
業
者
へ
委
託
し
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
。

２

接
続
道
路
に
関
す
る
事
項

市
道
か
ら
の
乗
り
入
れ
で
、
横
断
型
側
溝
で
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
側
溝
蓋
を
鋼
製
蓋
と

交
換
し
、
そ
の
鋼
製
蓋
を
連
結
す
る
こ
と
。

３

景
観
等
に
関
す
る
事
項

一�

市
街
化
区
域
内
の
土
地
で
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
土
地
取
引(

賃
貸
借
契
約
含
む)

が

あ
る
場
合
、
契
約
後
二
週
間
以
内
に
国
土
利
用
計
画
法
に
よ
る
届
出
が
必
要
と
な
る
。

二�

福
島
市
景
観
条
例
の
届
出
の
行
為
を
完
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
完
了
の
届
出
を
す
る
こ

と
。

４

駐
車
場
に
関
す
る
事
項

駐
車
場
部
分
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
超
と
な
っ
て
お
り
、
駐
車
場
法
第
十
一
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
同
法
施
行
令
第
七
条
及
び
第
八
条
の
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

５

交
通
に
関
す
る
事
項

各
出
入
口
に
つ
い
て
、
特
に
混
雑
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
歩
行
者
、
自
転
車
等
の
事
故

防
止
の
た
め
、
交
通
誘
導
員
等
を
配
置
し
、
安
全
管
理
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
近
隣
に
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
来
退
店
車
両
に
対
し
て
、
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び

に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲

を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

二
九
九

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
つ

い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

二
九
九

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

三
〇
〇

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

三
〇
〇

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

三
〇
〇

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届

出
が
あ
っ
た
件

三
〇
〇
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県
道
勿
来
浅
川
線

路

線

名

県
道
勿
来

浅
川
線

路
線
名

い
わ
き
市
田
人
町
貝
泊
字

桐
木
一
番
一
地
先
か
ら

同

市
田
人
町
貝
泊
字

桐
木
一
八
番
二
地
先
ま
で

区

間

い
わ
き
市
田
人
町
貝
泊
字
桐
木
一
番
一
地
先
か
ら

同

市
田
人
町
貝
泊
字
桐
木
一
八
番
二
地
先
ま

で
供

用

開

始

の

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

Ａ

四
・
○
〜

七
・
○

Ｂ

五
・
〇
〜

八
・
〇

Ａ

四
・
○
〜

七
・
○

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

平
成
二
三
年
八
月

一
六
日

供
用
開
始
の
期
日

五
三
・
四

六
一
・
七

五
三
・
四

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

公

告

歩
行
者
、
自
転
車
等
の
安
全
確
保
及
び
事
故
防
止
を
促
す
よ
う
な
対
策
を
検
討
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
八
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
八
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

公
告
第
百
四
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
八
月
五
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ひ
な
た

三

代
表
者
の
氏
名

木
村

裕
輔

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

郡
山
市
字
山
崎
五
十
三
番
地
の
一

五
百
渕
グ
リ
ー
ン
ガ
ー
デ
ン
Ｃ
棟
一
〇
一
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
福
島
県
に
興
味
を
持
つ
人
々
に
対
し
て
、
観
光
、
文
化
、
文
学
等
の
側
面
か
ら
、

主
に
福
島
県
の
魅
力
を
紹
介
す
る
電
子
書
籍
の
制
作
、
出
版
、
販
売
及
び
ウ
ェ
ブ
マ
ガ
ジ
ン
の
制
作
、

発
行
、
公
開
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
福
島
県
内
の
地
域
文
化
、
歴
史
、
民
俗
等
の
紹
介
と
再
発
見
、

福
島
県
内
外
に
お
け
る
文
化
的
・
経
済
的
交
流
の
活
性
化
、
ま
た
地
域
振
興
を
担
う
電
子
書
籍
の
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
百
四
十
六
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
八
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

布
藤
堰
土
地
改
良
区

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

監
事

佐
藤

英
一

耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字
磐
梯
字
東
松
山
一
二
五
一
番
地

(

農
村
計
画
課)
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